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標準報酬制に移行しました 最終回標準報酬制 移行しました標準報 制に移行しました 終終終終終最最最終終終回回回標準報酬制に移行しました 最終回
　今年の10月から短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大が行われたことによ
り、10月以降の厚生年金保険法の標準報酬月額等級表については、現行の標準報酬月額
98,000円（第1級）が（第2級）に変更され、下限の88,000円（第1級）が新たに追加されました。
（網掛け部分が変更箇所となります。）
　10月以降の標準報酬等級表は、下記のとおり、短期給付及び退職等年金給付に係る標準報酬
の等級は従来どおり変わらず、厚生年金保険に係る標準報酬月額等級は、現行等級から1級ずれ
ることになりますが、この変更に係る標準報酬の通知は改めて送付いたしません。

　「標準報酬制への移行」については、2014年６月号から２年にわたりシリーズでお知らせして
きましたが、今月号をもちまして終了させていただきます。長い間ご覧いただきありがとうござ
いました。

標準報酬 掛金等級
長期給付短期

給付
等事務

厚生
年金

退職等
年金

月額 短期分 厚生年金
保険料

退職等
年金給付福祉分

介護分
40歳以上
65歳未満

報酬月額

合計 合計

介護
除く

介護
含む

44.80
1000

5.68
1000

2.00
1000

88.16
1000

7.50
1000

保険料 掛金
長期分

●標準報酬等級表及び掛金（保険料）早見表 【平成28年10月～】

※ 短期給付等事務・退職等年金給付は98,000円（第1級）が下限となり、厚生年金保険給付は88,000円（第1級）が下限となります。
※厚生年金保険給付は第31級、退職等年金給付は第30級が上限となります。

お問い合わせ先　保険課　☎048-822-3306

共済だより
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